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【別紙１：訴訟の現状について】 

 

■当社から健康サロンに対する訴訟の状況 

 

1. 当社から健康サロンに対する、未払金支払請求の訴訟について 

 

➢ 2024年 12月 25日に、健康サロンを被告として訴訟を提起しました。 

➢ 2025年 5月 20日に、支払請求額を 1億 487万円に拡張しました。 

➢ 判決までに時間がかかることが想定されますが、当社の正当性、優位性は変わらず、請求が

認められるものと考えています。 

 

日程 概要 内容 

2024年 12月 25日 訴訟提起 
未払金 5,893 万円の支払を求めて、健康サロンに対し

訴訟を提起（令和 6年(ﾜ)第 35554号） 

2025年 3月 13日 第 1回裁判 健康サロン陳述 

2025年 5月 20日 請求拡張 支払請求額を計 1億 487万円に拡張 

2025年 5月 22日 第 2回裁判 イントロン陳述 

2025年 7月 10日 第 3回裁判 （健康サロン陳述予定） 

 

2. 当社から健康サロンに対する、銀行口座の仮差押の申立について 

 

➢ 2025年 2月 3日に、3,390万円の仮差押（第 1 回）が決定されました。 

➢ 2025年 5月 19日に、4,165万円の仮差押（第 2回）が決定されました。 

➢ 第 2回の仮差押は、昨日時点で健康サロンからの供託は無く、仮差押が継続しています。 

 

日程 概要 内容 

2025年 1月 29日 
第 1回仮差押 

申立 

3,390万円の仮差押の申立 

（令和 7年(ﾖ)第 220号） 

2025年 2月 3日 
第 1回仮差押 

決定 

申立通り、3,390 万円の仮差押の決定 

健康サロンが 3,390万円の解放金を供託 

2025年 5月 9日 
第 2回仮差押 

申立 

4,165万円の仮差押の申立 

（令和 7年(ﾖ)第 1285 号） 

2025年 5月 19日 
第 2回仮差押 

決定 

申立通り、4,165 万円の仮差押の決定 

昨日時点で健康サロンから供託無く仮差押継続中 

 

3. 当社から健康サロンに対する、破産手続開始申立について 

 

➢ 2025年 5月 23日に、健康サロンの破産手続開始申立を行いました。 

➢ 2025年 6月 20日に、債権者である当社が予納金を納め、審理が開始されました。 

➢ 2025年 7月 30日に、第 1回裁判（審尋期日）予定。 

 

日程 概要 内容 

2025年 5月 23日 
破産手続開始 

申立 

健康サロンの破産手続開始の申立 

（令和 7年(ﾌ)第 3472 号） 

2025年 5月 23日 

〜6月 20日 

裁判所との 

協議 
債権者(イントロン)と裁判所の事前打合せ 

2025年 6月 20日 審理開始 債権者が予納金納付し審理開始 

2025年 7月 30日 第 1回裁判 （健康サロン陳述予定） 
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■健康サロンから当社に対する訴訟の状況 

 

4. 健康サロンから当社に対する、特許違反によるシステム停止仮処分の申立について 

 

➢ 2025 年 3 月 13 日、当社からの訴訟に対抗し、健康サロンが当社に対し、特許違反によるシ

ステム停止の仮処分を申立ました。 

➢ 2025年 6月 30日、健康サロンが申立を取下げて、本件は終了しました。 

➢ 当社の正当性、優位性が、更に強固となりました。 

 

日程 概要 内容 

2025年 3月 13日 仮処分申立 
特許違反によるイントロンのシステムの停止の申立 

（令和 7年(ﾖ)第 30061号） 

2025年 4月 17日 第 1回裁判 イントロン陳述 

2025年 6月 5日 第 2回裁判 仮処分による差止めにはそぐわないとの裁判所意見 

2025年 6月 23日 
第 3回裁判 

中止 

健康サロンが申立を取下げることになったと裁判所か

ら連絡があり、裁判中止 

2025年 6月 30日 取下げ 健康サロンが申立を取下げて終了 

 

以上 

 

 


